
 
 
 
 

 
 

国の登録有形文化財（建造物）が新たに登録されます！ 
 

国の文化審議会（会長 佐藤
さ と う

 信
まこと

）は、令和４年７月２２日（金）に開催される同審

議会文化財分科会の審議・議決を経て、下記文化財の登録について文部科学大臣に答申

を行う予定です。 

記 

１ 登録有形文化財（建造物）の新規登録 
 
〇 旧

きゅう

東 山 東
ひがしさんどう

農 業 協 同 組 合
のうぎょうきょうどうくみあい

事務所
じ む し ょ

 １件（和歌山市） 
〇堀越癪観音

ほりこししゃくかんのん

庫裏
く り

 １件（かつらぎ町） 
〇 旧

きゅう

堀田
ほ っ た

茶舗
ち ゃ ほ

（立石
たていし

茶屋
ち ゃ や

） ３件（湯浅町） 
  店舗

て ん ぽ

、座敷棟
ざ し き と う

、土蔵
ど ぞ う

 
 

 【詳細は別紙のとおり】 
 
 ２ 今回の登録後の県内の登録文化財件数 
 
     国登録有形文化財（建造物） １１６か所 ３１６件 

令和 4 年 7 月 14 日（木）14:00 
資料提供（文化庁と同時提供） 

担当課・班 文化遺産課 保存班 
担 当 者 御船、仁科 
電     話 073-488-6294 


